
第１１次中之条町交通安全計画
（令和３年度～令和７年度）

中 之 条 町



ま え が き

交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和４５年６月、交通安全対策基

本法（昭和４５年法律第１１０号）が制定された。これに基づき、１０次にわたる交通

安全計画を作成し、昭和４６年度以降、関係機関が一体となって各般にわたる交通安全

対策を強力に実施してきた結果、交通安全対策は着実な進展を続け、交通事故による死

傷者は減少傾向となっている。

しかしながら、道路交通事故件数、死傷者数は減少傾向にあるものの、交通事故は、

「県民の安全を脅かす最も身近な危険」となっている。

そのような状況から、交通事故の防止は、従来にもまして全力を挙げて取り組まなけ

ればならない重要な課題となっており、引き続き人命尊重の理念の基に、交通安全対策

全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づいて諸施策を一層強力

に推進して行かなければならない。

このような観点から、この中之条町交通安全計画は、交通安全対策基本法２６条第１

項の規定に基づき、令和３年度から７年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施

策の大綱を定めたものである。

この計画に基づき、交通の状況や地域の交通実態等に即して、交通の安全に関する施

策を具体的に定め、町民が安全で安心して暮らせる郷土づくりを目指します。
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計画の基本理念

中之条町は、人口の減少・高齢化の状態が続いており、今後、さらなる人口減少と人

口構成の大きな変化が見込まれています。将来にわたり、その様な状況の中でも活力の

ある高齢社会と子どもが健やかに育つ環境を目指して、誰もが安全で安心な社会を実現

していくことが求められています。

これまで、交通安全活動を通じて、様々な対策がとられてきましたが、依然として交

通事故発生件数が高い水準で推移しています。平成27年中には、県民のおよそ100人に１

人が道路において交通事故で死傷しており、更なる対策を講じることにより、交通事故

を防止する必要があります。

交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではありませんが、悲惨な交通事故

を防止するため、交通安全対策をより一層推進していかなければなりません。特に、「人

優先」の交通安全思想を基本とし、高齢者、障害者、子供等の交通弱者の安全を確保す

ることが大切です。

第９次計画中には群馬県において「平成２７年までに年間の交通事故死者数７５人以

下」とする新たな目標が掲げられ、様々な対策を推進し、交通事故による死傷者数は減

少傾向である一方、死傷者数に占める高齢者の割合は年々増加傾向となっています。

日々発生する悲惨な交通事故を身近に迫った日常的な危険という認識をもって、交通

事故をひとつでも少なくする努力をしていかなくてはなりません。

本計画では、このような観点から、過去５年間で死者が多かった平成２６年の交通事

故死者数２人を基準に、毎年１０％の減少を目指し、平成３２年までの計画期間内に達

成すべき目標を次のとおり設定します。

交通事故に伴う年間の２４時間以内の死者数 １人以下

交通事故に伴う年間の負傷者数 ５０人以下

この目標を実現するために交通社会を構成する人間・車両（交通機関）・交通環境とい

う三要素に関して、相互の関連を図りながら、町民の理解と協力の下に町民本位の施策

を実施します。

① 人に対する安全対策

運転者をはじめ、歩行者等すべての人々に交通安全意識の徹底を図ります。

また、町民一人一人自らが主体となって安全な交通行動をするとともに、地域、職
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場、学校、家庭において交通安全に資する活動をすることが極めて重要であることか

ら、交通安全に関する教育、普及啓発活動を充実します。

② 交通機関に係る対策

「人はエラーを犯すもの」を前提とし、それらのエラーが直接事故に結びつかぬよ

う、各交通機関の社会的機能や特性 を考慮した高い安全水準を常に維持するために

必要な指導や協力を行います。

③ 交通環境に係る安全対策

道路網や交通安全施設等の整備、改善、老朽化対策等を図ります。

人優先の考えの下、人の移動空間と自動車等の交通機関との分離を図り、混合交通

に起因する危険を排除する施設を充実させます。

また、高齢社会等の社会情勢の変化や地震等に対する防災の観点にも配慮し、通学

路、生活道路、市街地の幹線道路等における歩道の整備を積極的に実施するなど、人

優先の交通安全対策の更なる推進を図ります。

これら三要素に対する施策の効果を高めるために、次の視点で交通事故防止対策を

図っていきます。

① 交通事故に関する情報の積極的な収集・提供

② 事故原因の総合的調査・分析

③ 被害を最小限に抑えるための迅速な救助・救急活動の充実

④ 保育所・幼稚園をはじめとする、幼少期からの交通安全教育の充実

⑤ 教習所等を利用した高齢者の交通安全教室の充実

⑥ 交通安全意識の徹底、普及を図るために交通関係機関・団体等との緊密な連携

をもった交通安全活動の推進
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道 路 交 通 の 安 全

第１ 交通安全計画における目標

中央交通安全対策会議による交通安全基本計画では、５年後の平成３２年までに

全国の交通事故による２４時間以内の死者数を２，５００人以下に抑えることを目

標としており、年間換算にして約５％抑制されていることを考慮するとともに、群

馬県では、平成３２年までに年間の２４時間以内の死者数を平成２７年より２５％

減の概ね５０人以下を目標にしたことから、本町では平成３２年までに平成２６年

より１００％減とする０人とする高い目標を掲げるものです。

また死者数のみならず、交通事故の発生件数や負傷者数においても下記のように

目標設定を行い、本計画において様々な施策を推進します。

年間の交通事故による死者数 ０人

（交通事故発生後24 時間以内）

年間の交通事故による死傷者数 ４２人以下

年間の交通事故発生件数 ３２件以下

＊交通事故のない社会が究極な目標ではありますが、当町においては過去５年間で各

項目において最小値を基準として、県同様の削減率を目標として設定を行い取り組み

ます。

第２ 交通事故の現状と分析

１ 交通事故の現状

群馬県内における交通事故の推移を見ると、件数・負傷者数については、昭和４

６年、死傷者については「交通戦争」と呼ばれた昭和４７年をピークに、以降減少

傾向を示していたが、昭和57 年に急激な増加傾向を示し、平成16 年には、交通人

身事故発生件数は23,910 件、死傷者数は30,924 人となり、過去最悪を記録しまし

た。しかし、それ以降１１年連続で事故件数、負傷者数は減少傾向をたどっており、

平成２７年には負傷者数において初めて２万人を下回るなど道路交通環境の整備、

住民の交通安全思想の普及徹底が進んでいることが考えられる。

中之条町においては、過去５年間を比較すると平成２４年以降、事故件数、死傷

者数それぞれにおいて減少傾向であるが、死傷者数においては高齢者が占める割合

が増加傾向である。これらにおいて自動車保有台数及び運転免許保有者等の増加に
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伴う交通量に加え、高齢者等の運転者層の多様化などが相まって、道路の過密化が

進行していることなどによる道路環境の悪化によるものと考えられ、交通事故の実

態に即した交通安全対策を今後一層推進しなければ、この交通状況は改善されない

ものと思われます。

また、高齢者における事故の増加原因は、高齢者数の増加と高齢者の免許保有率の増

加に起因しているが、高齢者が歩行者となったときの被害者及び車を運転する立場にな

ったときの加害者として、それぞれ増加してきていると考えられます。また高齢者数は

平成３２年においては町民２．５人あたり１人の割合になると推測されており、今

後は高齢者を中心とする交通安全対策について一層の推進を図らなければならな

い。（表２、表３）

表１ 群馬県における交通事故件数の推移

区 分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

事故件数 18,667 18,430 17,682 16,316 15,229

死亡者数 97 106 73 67 68

負傷者数 23,569 23,306 22,693 20,649 19,490

表２ 中之条町における交通事故件数の推移

区 分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

事故件数 ６９ ７５ ５８ ４３ ５０

死亡者数 ２ １ ０ ２ ０

負傷者数 ８２ １１１ ６６ ５４ ６５

高齢者の割合 23％ 24.1％ 28.3％

＊高齢者の割合は当町で発生した事故のうち高齢者が関係した交通事故の割合。

ただし、24年以前は統計がないため空欄としている。

表３ 中之条町居住者における高齢者免許保有率

区 分 平成２５年 平成２６年 平成２７年

６５歳未満の所有者 １２，３５３人 １２，２３１人 １２，１３８人

６５歳以上の所有者 ３，４５０人 ３，５８６人 ３，７３４人

６５歳以上の割合 ２７．９％ ２９．３％ ３０．８％
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２ 道路環境を取り巻く今後の状況

群馬県の人口１０万人あたりの運転免許保有率は昭和４４年以来、車両保有率は

昭和４８年以来ともに、全国１位であり、今後も増加の一途を辿るものと思われ、

中之条町においても多くの人が日常的に自動車を利用し、交通事故がいつどこで起

きても不思議ではない状況となっています。

また、道路網の発達に伴い多くの幹線道路が整備をされ利便性が高まる一方、高

速度での重大事故の発生や、県外車両による交通量の増加など、交通環境を取り巻

く情勢は、依然として厳しいものとなっています。

さらに、高齢化の進展に伴う高齢者人口や高齢運転免許保有者数の増加は、道路交通

に大きな影響を及ぼすものと思われます。また、少子高齢化への対応や町内の道路等に

おいての交通事故の現状等を考えると、今後は「高齢者及び子供」「歩行者及び自転車」

「生活道路路及び幹線道路」対策に加え、「交通事故が起きにくい環境づくり」を重視

した対策が求められれています。

第３ 交通安全対策のポイント

１ 高齢社会への対応

高齢化の進展を踏まえると、高齢者が安全で安心して外出を行えたり移動するこ

とができる社会の実現が必要であり、今後も増加することが予想される高齢者の交

通事故を防止するため、老人クラブ等と連携し、高齢者の交通安全教育を推進する

ほか、老人クラブ未加入の高齢者に対する訪問指導、反射材の効果への理解及び反

射材用品の活用を促進し、高齢者への交通安全意識の普及・啓発の徹底を図る。

また、高齢者や体の不自由な方々の交通社会への参加を支えるバリアフリー化や

歩行者・自転車が安全・快適に通行することのできる道路づくりなど、交通安全施

設の整備を推進するとともに、運転免許証自主返納を呼びかけるなど高齢者が第１

当事者とならぬよう普及を図る。

２ 未来を担う子どもを育てる安全な環境づくり

高齢化の進展とともに、考慮しなければならないのが少子化の進展です。子ども

の事故は全体としては減少しているものの、安心して子供を生み育てることができ

る社会を実現するため、通学路等において歩道等の整備を図り、子供を交通事故か

ら守る交通安全対策を一層推進するとともに、子どもの命を交通事故から守るため

に、幼少時から家庭、地域、社会、学校等における交通安全教育活動を推進します。

また、自動車同乗中の事故が高い割合を占めていること等を踏まえ、全座席にお

けるシートベルト、チャイルドシートの正しい着用の推進を図る。
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３ 歩行者及び自転車の安全確保

町内における過去５年間の交通事故死亡者は歩行中に被害に遭う歩行者の割合が

多くなっています。そのため、歩行者の安全確保については、横断歩道において歩

行者が優先であることの再徹底など、自動車等の運転者における歩行者に対する保

護意識の向上を図る必要があります。加えて、身近な道路の安全性を高めることが

必要であり、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩道の整備等を積

極的に進めるなど、歩行者の安全な通行の確保を図ることが必要です。

自転車利用者については、自転車＝車両としてのルールの遵守やマナー違反が多

いことから、交通安全教育等の充実を図る必要があります。また、自転車は、自動

車と衝突した場合には被害者となる一方、歩行者等と衝突した場合には加害者とな

り、高額な損害賠償を求められる可能性もあることから、自転車保険等への加入促

進を図るほか、被害者・加害者それぞれの対策を講じる必要があります。

生活道路や市街地の幹線道路において、自動車や歩行者と自転車利用者の共存を

図ることができるよう、自転車の走行空間の確保を積極的に進め、自転車の安全な

利用促進を図る。

４ 町民主体の交通安全活動

交通社会に参加する全ての町民が、交通事故の危険性や事故による損失を深く認

識し、お互いの生命・財産を尊重し合い交通事故を起こさない、交通事故にあわな

い、他人を思いやる町民共生の意識を醸成します。

また、交通安全に関する町民挙げての活動の展開や地域社会における住民参加型

の自主的な活力ある交通安全活動を推進する。

５ 安全かつ円滑な道路交通環境の整備

事故多発地点について重点的に対策を講じるとともに、歩道の整備、自転車道の

整備、ゾーン３０の整備等、安全かつ円滑な道路交通環境の整備を図る。

また、災害に強い道路及び交通安全施設等の整備、的確な交通規制の実施等災害

時における交通の安全を確保するための施策を推進する。
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第４ 講じようとする施策

１ 安全性の高い道路の整備

（１）町道路整備の推進

交通事故の発生を防止し、安全かつ円滑な道路交通環境の整備を図るため、町道

の整備を推進する。

（ ２）災害発生に備えた安全の確保

地震、豪雨等による災害発生時における交通の安全を確保するために、日常の安全

点検に努めるとともに山間部等の土砂、落石等の危険性の高い箇所については落下防

止柵等の施設の整備を図ります。

（３）事故多発地点の重点的整備

交通事故の多発している道路、その他緊急に交通の安全を確保する必要のある

道路について、総合的な計画のもとに交通安全施設の整備を図る。

２ 人優先の安全・安心な歩行空間の整備

これまで交通安全対策は、主として「車中心」の対策であり、歩行者の視点から

の道路整備や交通安全対策は十分とはいえず、生活道路への通過交通の流入等の問

題も深刻な状況です。通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において、歩道を積

極的に整備するなど、「人」の視点に立った交通安全対策の推進を図る。

（１）生活道路における交通安全対策の推進

○ 生活道路を中心とした路側帯の設置、拡幅等の安全対策、また道路反射鏡等

を有効に活用した道路づくりの推進。

○ 公安委員会との連携による、生活道路での歩行者と車両の通行を時間的に分

離する歩車分離式信号機の導入や、自動車の速度抑制、運転者への道路形状や

交差点の存在の明示、歩車それぞれの通行区分の明示

（２）バリアフリー化をはじめとする歩行空間等の整備

○ 駅前、主要交差点等の交通結節点において、交通バリアフリーの視点から交

通弱者等が安全に移動できる歩行空間等の整備

○ 高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、駅、

公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に、平坦性が確保された幅の広い歩

道、自転車駐輪場、身体障害者用の駐車ます等を有する自動車駐車場の整備

○ 視覚障害者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識等の充実

○ 児童・幼児の安全通行のための通学路・通園路の整備
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３ 円滑・快適で安全な道路交通の確保

（１）駐車対策の推進

幹線道路、市街地における無秩序な違法駐車車両を排除し、道路交通の安全と

円滑化を確保するため、駐車禁止等の交通規制を適切に推進するとともに、違法

駐車車両及び青空駐車車両の指導取り締まりを要請する。

（２）道路使用及び占用の適正化等

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用については、道路の構造を

保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、適正な許可を行うとともに、

道路使用許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正化を図る。

（３）休憩施設等の整備の推進

過労運転や高齢運転者等の事故防止のための「道の駅」等の休憩施設等の整備

を図る。

（４）季節に応じた安全の確保

冬期の安全な道路交通を確保するために必要な除雪や凍結防止剤散布の実施を

いする。

（５）災害発生時における関係機関との協力

災害発生時に、混乱を最小限に抑え、緊急交通路を確保するため、警察署等の

関係機関との連携を図る。

４ 交通安全思想の普及徹底

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、交通社会の一員としての責

を自覚し、交通安全意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重し、他の人

々や他の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要な意義を持ちます。

交通安全意識を向上させ交通マナーを身につけるためには、人間の成長過程に合

わせ、生涯にわたる学習を促進して町民一人一人が交通安全の確保を自らの課題と

して捉えるよう意識の改革を促すことが重要です。

それには、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた

段階的かつ体系的な交通安全教育を行います。また、高齢社会が進展する中で、高

齢者自身交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代に対しても高齢者の特性を

知り、その上で高齢者を保護し、高齢者に配慮する意識の定着を促進します。

交通安全教育・普及啓発活動については、近隣町村、警察、学校、関係民間団体、

地域社会及び家庭がそれぞれの特性を活かし、互いに連携を取りながら地域の実

情に即した自主的な活動を推進します。
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（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

ア 幼児に対する交通安全教育

心身の発達段階、身近な生活における基本的な交通ルールの遵守や交通マナ

ーを理解し、進んで決まりを守り、安全に行動できる習慣や態度を身に付けさ

せることを目標とし、幼稚園・保育所、家庭、地域等の連携を図りながら、計

画的かつ継続的に行う。

イ 児童生徒に対する交通安全教育

小学校、中学校及び高等学校の児童生徒に対する交通安全教育は、自他の生

命の尊重という基本理念に立って、児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に

応じて日常生活における交通安全に必要な知識を理解し、身近な交通環境にお

ける様々な危険を認識し、常に的確な判断の下に安全に行動できる能力を養う

とともに、交通社会の一員として、自己の安全のみならず他の人々や社会の安

全に自主的に 貢献できる健全な社会人を育成することを目標として、学校、

家庭、地域等の連携を図りながら、計画的かつ継続的に行う。

また、家庭における交通安全に関する話し合い等により、正しい交通ルール

の習得と交通マナーの実践の習慣付けを促進するための広報啓発活動などを推

進するとともに、交通指導員、児童館活動等の交通安全に関する地域活動の積

極的な推進に努める。

ウ 成人等に対する交通安全教育

交通安全の主役となりうる質の高い交通社会人を育成するための、教育体制

の整備充実に努める。

特に、参加・実践型の交通安全教育を推進するとともに、職場・地域等にお

ける取り組みを促進する。

エ 高齢者等に対する交通安全教育

高齢者に対する交通安全教育を強化するため、老人クラブ・福祉団体等の関

係機関と連携し、高齢者の交通安全を進める指導者の養成など高齢者の交通安

全教育推進体制の整備を行う。

また、参加・実践型の交通安全教育や在宅高齢者に対する訪問事業等を推進

する。
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なお、身体障害者については、地域における福祉活動の場を利用するなどに

より、一層の交通安全教育に努める。

（２）交通安全に関する普及啓発活動の推進

ア 交通安全運動の推進

交通事故防止の徹底を図るため、県、町及び民間交通安全団体が協力して、

春、夏、秋、冬の交通安全運動及び毎月１日の県民交通安全日を中心として、

各層の参加の下に幅広い交通安全運動を展開する。また、交通事故等の実態を

ふまえ、民間交通安全団体と一致協力して、地域の実情に即した交通安全運動

を展開する。

運動の実施にあたっては、創意工夫を凝らし地域住民の自主的な参加の下に、

活発な諸活動が継続的に行われるよう配意する。

○ 高齢者の交通事故防止

○ 子供の交通事故防止

○ 若者の交通事故防止 -

○ 交差点の交通事故防止

○ 薄暮時、夜間の交通事故防止

○ シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底

イ シートベルトの着用の推進

各季の交通安全運動、キャンペーン、イベント、講習会、広報及び街頭活動

等様々な機会を利用し、シートベルトの正しい着用の普及に努める。

また、後部座席での着用や子供が同乗する際のチャイルドシートの安全効果

の普及に努め、それらについても着用・利用を推進する。

ウ 交通の安全に関する広報の充実

町民一人ひとりに交通安全思想の普及を図るとともに、正しい交通ルールと

交通マナーの実践を習慣づけさせるためには、社会の基本的単位であり交通社

会において立場の異なるもので構成されている家庭の果たす役割が極めて大き

いことから広報誌、回覧版などの利用により家庭に浸透するきめ細かい広報の

充実に努め、子供、高齢者等を交通事故から守るとともに、運転者のモラルの

向上を図る。

また、各季交通安全運動期間中においては、町広報車を利用し、効果的な広

報活動を行う。


